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住宅建設５ヵ年計画から住生活基本計画への移行と公共住宅政策 

 

    坂庭国晴（住まい連代表幹事） 

 

はじめに―住宅建設５ヵ年計画と住生活基本計画 

 

 「住宅供給を計画的に進めるため、住宅建設計画法に基づいて行われ、５年を１期として、

公営、公庫、公団住宅の建設戸数などを策定」―１９６６年から８期４０年続けられた。 

 住宅建設計画法―住宅の建設に関し、総合的な計画を策定することにより、その適切な実

施を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する。入居者の負担能力を考慮。 

 ２００６年に建設計画法、５ヵ年計画は廃止、住生活基本法と住生活基本計画となった。 

 

 

Ⅰ．住生活基本法について―２００６年６月の参考人意見から （資料１） 

  基本法で欠落しているもの 

（１） 基本法の目的と居住の実態、（２） 居住の権利、公共住宅の重視、 

（３） 公共住宅の改善の重視、（４） 居住者の視点、住民参加の実現、 

 

Ⅱ．東日本大震災と２０１１年「住生活基本計画」 （資料２） 

    

（１）  東日本大震災と公的住宅入居 

（２）  住宅困窮者の多様化、住宅セーフティネットの確保 

（３）  地方公共団体と公営住宅の供給 

（４）  自助努力による住宅確保、民間住宅市場まかせ 

（５）  住生活に関する国民アンケート（２０１０年） 

（６）  住宅要求の結集と公共住宅 

 

Ⅲ．住宅危機と２０２１年「住生活基本計画」 （資料３） 

 

（１）  基本法、基本計画と住宅市場化の進展 

（２）  コロナ危機での住宅問題 

（３）  公営住宅の提供の実態 

（４）  「基本計画」の見直しと論点、問題点 

（５）  住宅宅地分科会、「災害と住まい」 

（６）  住宅危機―求められる論点と施策検討 

（７）  公共住宅の拡充・強化と改善について 

 



住生活基本法案についての参考人意見   

２００６年６月１日 

住まい連代表幹事 坂庭 国晴 

    

１．居住の実態と住生活基本法の目的 

  全国借地借家人組合の相談事例から 

・母子家庭のお母さん ・リストラで職をなくしたサラリーマンの男性 ・車中で生活してい

る元建設業の社長 等々 住生活の安定が大きく損なわれている実情にある。 

基本法の目的「住生活の安定の確保及び向上の促進」にとって何が必要か、以下５点述べたい。 

 

２．法案に求められる主なポイント 

① 居住の権利について 

 ・国民の居住の権利を明確にしない限り、国や地方公共団体の本当の責務は明確にならない。

そして、住宅関連事業者の責務、国民、居住者の位置と役割もまた明確にならない。 

 第６条の「住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である」のあとに「そ

の確保は国民の基本的権利である」ことを明記し、第１条に盛り込むことが必要。 

② 公共住宅の重視について 

・公共住宅の空家率は１％以下 ・公営住宅の応募者１００万人超える ・第８期５ヵ年計

画の公的資金住宅の建設戸数は目標の３０％台 ・公営、公団、公社の３本柱の充実・強化 

 第１４条に「地域の実情等に応じて、住宅の確保に配慮を要する者の居住の安定を図る計

画を立案し、公共賃貸住宅の供給の促進などの施策を講ずる」を全面的に補強すべき。 

③ 住居費負担の問題について 

 ・「依然として高い住居費負担率」－東京都住宅マスタープラン ・７５年住宅宅地審議会答

申「第Ⅰ分位の世帯の負担限度をおおむね１５％程度とする」 ・居住者の負担能力を考慮し

た住居費負担率は「１５％～１７％」が妥当 ・住生活の安定の確保にとって決定的に重要 

 家賃補助制度の検討と導入とともに、第１１条の基本施策の中に「中低所得層に対する適

正な住居費負担による住宅供給を確保する施策」を追加すべき。 

④ ストック重視の住宅政策と既存住宅の改善・改修について 

 ・「心配な住生活基本法の条件」（岡山Ｓ工務店、日本住宅新聞５月号） ・本来の意味でのス

トック重視の住宅施策が確立していない ・公共住宅ストックの十分な修繕、改善の重視 

 耐震・防災のための既存住宅の改善、改修は国民の命と生活を守る公的事業であり、国と

自治体の本格的な制度として確立し、中小建設業、地域住宅産業等の活用と振興を図る。 

⑤ 居住者の視点と住民参加の実現 

 ・第９条に「居住者」が登場するが、「関係者相互の連携及び協力」の一環としての「居住者

の協力」でしかない ・住生活の主体者である住民、居住者の視点によって組み立てるべき 

 第１８条の２項に「居住者、住民団体」を加え、地域住宅協議会にも住民参加を保障する。  

＜資料１＞



＜資料２＞





＜資料３＞




























